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国
営
中
海
土
地
改
良
事
業
（
宍
道
湖
・
中
海
淡
水
化
事
業
）
の
代
替
事
業
と
し
て
平
成
17
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
斐
伊
川
沿
岸

地
区
国
営
農
業
用
水
再
編
対
策
事
業
は
、
今
年
度
末
を
も
っ
て
事
業
完
了
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
平
田
・
斐
川
両
地
域
に
ま
た
が
る
約
３
，
７
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
受
益
地
と
し
、
農
業
用
水
路
、
揚
水
機
場
、
取

水
口
、
汐
止
堰
、
遊
水
池
・
調
整
池
、
水
管
理
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
新
設
・
改
修
に
つ
い
て
、
約
２
１
６
億
円
の
総
事
業
費
で
実
施
さ

れ
ま
し
た
。

　

事
業
の
完
了
に
よ
っ
て
、
斐
伊
川
か
ら
の
安
定
的
な
用
水
確
保
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
今
後
は
、
行
政
と
農
業
者
が
一
体
と
な
っ

て
、
よ
り
適
切
で
円
滑
な
用
水
管
理
の
実
現
と
、
維
持
管
理
費
の
軽
減
を
め
ざ
し
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
を
契
機
に
、
当
地
域
の
い
っ
そ
う
の
農
業
生
産
性
向
上
と
生
産
体
制
強
化
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

完工式の様子

本事業による主要施設　≪上≫平田船川汐止堰
　　　　　　　　　　　≪下右≫右岸頭首工（斐川町出西）
　　　　　　　　　　　≪下左≫水管理中央管理所（斐川支所内）

完
工
式
が

　
行
わ
れ
ま
し
た
。

１/２５（水）
お
た
ず
ね
／

　

農
林
基
盤
課

　

国
営
事
業
対
策
室

　
　

 

☎
63
５
５
１
１

国
営
斐
伊
川
沿
岸
農
業
水
利
事
業
が
完
了
し
ま
し
た

中国四国農政局国営土地改良事業地区
営農推進功労者表彰

　国営土地改良事業において整備された施設を
活用し、生産技術や農業経営の面から、創意・
工夫を凝らして、他の模範となる営農などに著し
く功績のあった団体として、農事組合法人おきす
（斐川町沖洲）が中国四国農政局長から営農推
進功労者として表彰されました。 

農事組合法人 おきす （斐川町沖洲）

受賞

し
お
ど
め
ぜ
き

国
、県
、市
、地
元
農
業
関
係
者
約
80

人
が
出
席
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
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例
年
、
転
入
・
転
出
・
転
居

な
ど
の
住
所
変
更
が
多
く
な
る

３
月
中
旬
か
ら
４
月
上
旬
に
か

け
て
は
、
市
民
課
窓
口
が
た
い

へ
ん
混
み
合
い
ま
す
。
業
務
の

迅
速
化
に
努
め
て
い
ま
す
が
、

混
雑
時
に
は
手
続
き
に
時
間
が

か
か
り
、
お
待
た
せ
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
に
は
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

　

混
雑
が
予
想
さ
れ
る
日
時
や
、
手

続
き
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
の
で
参
考
に
し
て
く
だ
さ

い
。

１
．
窓
口
の
開
設
時
間

月
曜
日
〜
金
曜
日
（
祝
日
除
く
）

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　２
．
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
日
時

・
３
月
中
旬
か
ら
４
月
上
旬

・
月
曜
日
お
よ
び
祝
日
明
け

・
11
時
〜
14
時
ご
ろ

３
．
比
較
的
窓
口
が

　
　

空
い
て
い
る
日
時

・
火
曜
日
〜
木
曜
日

・
８
時
30
分
〜
10
時
ご
ろ
、
15
時

ご
ろ
〜
17
時
ご
ろ

４
．
「
本
人
確
認
資
料
」
を

　
　

持
参
し
て
く
だ
さ
い

　

個
人
情
報
の
不
正
取
得
や
虚
偽

の
手
続
き
を
防
ぐ
た
め
、住
所
変

更
や
住
民
票
・
戸
籍
記
録
事
項
証

明
書
（
謄
抄
本
）の
交
付
申
請
の

際
に
は
、次
の「
本
人
確
認
資
料
」

で
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。皆
さ
ん

の
個
人
情
報
を
守
る
た
め
の
も
の

で
す
。ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
本
人
確
認
資
料
】

▼
顔
写
真
付
き
の
官
公
署
発
行
の

書
類
を
１
点

（
例
）
運
転
免
許
証
、
顔
写
真
付

き
の
住
基
カ
ー
ド
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
）
、
旅
券
、
在
留
カ
ー
ド
ま
た

は
特
別
永
住
者
証
明
書
な
ど

▼
右
の
書
類
が
な
い
場
合
は
、
次

の
書
類
を
２
点

（
例
）
健
康
保
険
証
、
介
護
保
険

証
、
年
金
手
帳
、
年
金
証
書
、
顔

写
真
な
し
の
住
基
カ
ー
ド
、
学
生

証
な
ど

５
．
転
入
・
転
居
の
際
は「
個
人
番
号

カ
ー
ド
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
）」
ま
た
は
「
通
知
カ
ー
ド
」

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
）
ま
た
は
通
知
カ
ー

ド
に
転
入
・
転
居
後
の
新
住
所
を

記
載
し
ま
す
の
で
、
住
所
変
更
さ

れ
る
方
全
員
の
個
人
番
号
カ
ー
ド

ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
顔
写
真
付
き

の
住
基
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
場
合

も
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

６
．
印
鑑
登
録
証
明
書
（
印
鑑
証

明
）
の
発
行
に
は
印
鑑
登
録
証

が
必
要
で
す

　

印
鑑
証
明
の
発
行
に
は
「
印
鑑

登
録
証
」
が
必
要
で
す
の
で
、
必

ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

７
．
お
近
く
の
窓
口
を

　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

住
所
変
更
や
印
鑑
登
録
・
住
民

票
等
の
発
行
な
ど
は
、
本
庁
・
支

所
い
ず
れ
の
窓
口
で
も
対
応
で
き

ま
す
。
お
近
く
の
窓
口
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）
ま
た
は
住

基
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、
住

民
票
（
同
一
世
帯
全
て
）
と
印
鑑

証
明
（
本
人
の
み
）
を
市
役
所
本

庁
１
階
に
設
置
し
て
い
る
証
明
書

自
動
交
付
機
で
取
得
で
き
ま

す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

＊
ご
不
明
な
点
は
、
あ
ら
か
じ

め
お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、

お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

✿引越したら住民票を移しましょう✿

市 民 課　　　　　　　　　☎２１－２３１５
平田支所　市民福祉課　　　☎６３－５５６５
佐田支所　市民サービス課　☎８４－０１１５
多伎支所　市民サービス課　☎８６－３１１６
湖陵支所　市民サービス課　☎４３－１２１４
大社支所　市民サービス課　☎５３－３１１５
斐川支所　市民福祉課　　　☎７３－９１００

お
た
ず
ね

　

土
日
窓
口
サ
ー
ビ
ス
で

は
、
転
入
・
転
出
・
転
居

な
ど
の
住
所
変
更
手
続

き
、
印
鑑
の
登
録
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。


